
1 総括的事項

（仮称）能代・三種·男鹿沖洋上風力発電事業
環境影響評価方法書に対する知事意見

巨

(1) 環境影響評価を行う過程において、 環境影響評価の項目及び手法の選定等に
係る事項に新たな事情が生じた場合は、 これらについて必要に応じて見直しを
行う等、 適切に対応すること。

(2)本事業は、 沖合約lkm........,4kmの海域に最大50基（総出力最大54万kW)の風力
発電所を設置する国内で先行事例の少ない洋上風力発電事業であることから、専
門家の助言や国内外における最新の知見・事例等を踏まえ、適切に調査、予測及
び評価すること。

(3) 設置する風力発電機の機種や配置のほか、工事の規模や方法等が確定していな
いことから、準備書においては事業計画を可能な限り明確にし、具体的な環境の
保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を詳細に記載すること。

また、これらについて、地域住民や地元自治体等（以下「地域住民等」という。）
に広く周知するとともに丁寧な説明を行い、 理解を得るよう努め、 述べられた意
見を可能な限り事業に反映すること。

(4) 対象事業実施区域（以下「実施区域」という。）周辺には既設及び計画中の風力
発電所が存在することから、これら他事業の諸元等の情報入手に努め、累積的な
影響が懸念される項目について、 適切に調査、 予測及び評価すること。

また、 実施区域周辺に風力発電所の設置を計画している事業者等から、 累積的
な影響を予測及び評価するために、 本事業に係る風力発電機の配置や諸元等の情
報を求められた場合は、 情報提供に努めること。

(5) 県内の一部地域では風力発電所の設置が原因とみられる電波障害が発生してい
ることから、本事業の実施に当たっては環境影響評価項目としての選定の有無に
よらず、地域住民の生活環境に十分配慮するとともに、影響が生じた場合は、 関
係法令等に従って適切に対応すること。

2 個別的事項
(1) 騒音

本事業では、 拠点港での風力発電機の組み立て作業等が想定されているほか、
打設工を含む基礎施工を、 早朝及び日没後にも実施する可能性が示されているこ
とから、 建設機械の稼働に伴う騒音による生活環境への影響が懸念される。

このため、 工事計画の検討に当たっては、 地域住民等の意見を踏まえるととも
に、 準備書においては工事の具体的な工程や作業時間等の詳細を可能な限り明確
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